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平成３０年第１回長与町議会定例会 

議事日程（第５号） 

 

平成３０年 ３月２３日（金） 

午 前 ９時３０分 開 議  

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ ４ 長与町防災会議条例の一部を改正する条例 ※総文 

２ ５ 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 ※総文 

３ ６ 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 
※総文 

４ ７ 
長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例 
※総文 

５ ８ 町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正する条例 ※総文 

６ ９ 
長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例 
※総文 

７ １０ 長与町税減免に関する条例の一部を改正する条例 ※総文 

８ ３ 
長与町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例 
※産厚 

９ １１ 長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ※産厚 

１０ １２ 長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例 ※産厚 

１１ １３ 長与町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 ※産厚 

１２ １４ 
長与町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 
※産厚 

１３ １５ 長与町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例 ※産厚 

１４ １６ 長与町介護保険条例の一部を改正する条例 ※産厚 

１５ １７ 

長与町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例 

※産厚 

１６ １８ 
長与町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 
※産厚 

１７ １９ 
長与町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 
※産厚 

１８ ２０ 長与町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 ※産厚 

１９ ２１ 
長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 
※産厚 

２０ ２２ 長与町都市公園条例の一部を改正する条例 ※産厚 



日程 議案番号 件        名 備 考 

２１ ２３ 平成２９年度長与町一般会計補正予算（第６号） ※総文 

２２ ２４ 平成２９年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） ※産厚 

２３ ２５ 平成２９年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） ※産厚 

２４ ２６ 
平成２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計

補正予算（第２号） 
※産厚 

２５ ２７ 平成２９年度長与町下水道事業会計補正予算(第２号) ※産厚 

２６ ２８ 平成３０年度長与町一般会計予算 ※総文 

２７ ２９ 平成３０年度長与町駐車場事業特別会計予算 ※総文 

２８ ３０ 平成３０年度長与町国民健康保険特別会計予算 ※産厚 

２９ ３１ 平成３０年度長与町後期高齢者医療特別会計予算 ※産厚 

３０ ３２ 平成３０年度長与町介護保険特別会計予算 ※産厚 

３１ ３３ 
平成３０年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計

予算 
※産厚 

３２ ３４ 平成３０年度長与町水道事業会計予算 ※産厚 

３３ ３５ 平成３０年度長与町下水道事業会計予算 ※産厚 

３４ 発議１ 町長の専決処分事項の指定に関する条例 ― 

３５ 請願１ 難病医療費助成制度の改善を求める請願書 ※産厚 

３６ ― 議員派遣の件  

３７ ― 委員会の閉会中の継続調査申し出  

※ 付託された委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年第１回長与町議会定例会 

追加議事日程（第５号の追加１） 

 

平成３０年 ３月２３日（金） 

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ 発議２ 難病医療費助成制度の改善を求める意見書  

 



○議長（内村博法議員） 

皆さんおはようございます。昨日までの委員会審査、大変お疲れさまでした。 

ただいまから本日の会議を開催いたします。 

まず日程第１、議案第４号長与町防災会議条例の一部を改正する条例。日程第２、議

案第５号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例。日程第３、議案第６号特

別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。日

程第４、議案第７号長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例。日程第５、議案第８号町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正す

る条例。日程第６、議案第９号長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務

時間等に関する条例の一部を改正する条例。日程第７、議案第１０号長与町税減免に関

する条例の一部を改正する条例を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としています議案について委員長の報告を求めます。 

総務文教常任委員長。 

○１０番（岩永政則議員） 

皆さんおはようございます。それでは早速、御報告を申し上げます。議案第４号長与

町防災会議条例の一部を改正する条例につきましては、３０年３月１２日、委員全員出

席の下に説明員として荒木総務部長他関係職員の出席を求め、審査を行いました。主な

内容といたしましては、今回の改正は専門的知見を有する有識者を防災会議委員として

構成することにより、本町の防災体制のさらなる強化を図るために、委員の定数を２０

人以内から２４人以内に改正するものでございます。施行期日は３０年４月１日とする

ものとの説明がございました。主な質疑としましては、追加される者はどういう人を想

定しているのかという問いに対しまして、今回の追加は長与町社会福祉協議会事務局長、

長与町民生委員児童委員協議会会長と教育次長の３人を想定しているとのことでござい

ます。次の質疑につきましては２４人以内と想定しているが、実際は２３人となってい

る。どういった経緯で１人少ないのかとの問いに対しまして、現在確定しているのが２

３人で、先程女性委員を増やして欲しいとの意見などあっているので、今後の要請を含

め１人増を予定してるとの答弁でございました。主な質疑は以上のとおりでございます。

慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第５号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、

３月１２日、委員全員出席の下に説明員として荒木総務部長、山本総務課長その他関係

職員の下に審査を行いました。提案理由の主な内容としましては、今回の改正は風水害

等の自然災害から避難行動要支援者の避難支援対策の充実強化を図るため、長与町避難

行動要支援者避難支援連絡協議会を新たに追加するものである。委員の構成は２０人以

内、任期は２年とするというものでございました。施行期日は３０年４月１日とするも

のでございまして、以上の説明がございました。主な質疑としましては、要支援者で同

意をされていない人が自治会未加入者の場合は、自治会ではなかなか手が回らないので



はないのかという質問に対しまして、自治会未加入者は、この計画を進める上でネック

になると想定している。実際に見守りを行うのは自治会の加入者と考えれば、これをき

っかけに自治会に加入してもらうよう進めていきたい。主な質疑は以上のとおりでござ

います。慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第６号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例につきましては、３月１２日、委員全員出席の下に説明員として荒木

総務部長、山本総務課長他職員の出席を求め審査を行いました。主な提案の内容としま

しては、今回の改正は任用状況により通勤費用相当分の費用弁償を支給すること及び保

育専門員の報酬額について見直しを行うことにより、処遇の改善を図るものである。ま

た、別表の町長の部の介護保険専門員を介護保険専門委員Ⅰとし、介護保険専門員Ⅱ及

び長与町避難行動要支援者避難支援連絡協議会の報酬額を新たに加えるものであるとい

うことでございます。施行日につきましては３０年４月１日とするものでございます。

以上、説明がございました。主な質疑として、介護保険専門員Ⅱの時間割と同様な非常

勤職はあるのかという問いに対しまして、包括支援センター専門員Ⅲがあるということ

でございます。以上、慎重に審査をしました結果、全会一致で原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

議案第７号長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例、並びに議案第８号町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正する条例、並

びに議案第９号長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例につきましては、一括しまして３月１２日に審査を行いまし

た。今回の主な改正は人事院勧告に準じて支給割合を引き上げるため条例を改正するも

の。第１条は期末手当の支給割合を０.０５月分引き上げ、総支給割合を３.１５月分と

するもの。第２条は期末手当支給割合を、６月分は１００分の１４７.５、１２月は１

００分の１６７.５にそれぞれ改正するものである。附則において本条例の第１条の規

定は公布の日から施行、平成２９年４月１日から適用するということでございます。第

２条の規定は平成３０年４月１日とする。以上の説明がございました。主な質疑としま

しては、議員報酬の特別委員会では報酬の増額や据え置きの意見もあったが、今後は町

村議会議長会の動向もあり様子を見ると理解していた。今回は町長部局より提案があっ

たが、議会の議論の中で考えると見合わせる検討はなかったのか。との質問に対しまし

て、一般職も給与格差の是正のため人事院勧告が行われた。今回は、内閣総理大臣等の

特別職０．０５月分上昇となっている。次に、人事院勧告について一般職は理解するが、

特別職についても人事院勧告に準ずる必要があるのか。また、準拠しなかった場合のペ

ナルティはあるのかの問いに対しまして、期末手当も私たちの生活の一部の糧と考えて

いる。内閣総理大臣も０.０５月分上げていることからその辺の精査をされていると考

える。また、ペナルティについては無い。以上のとおりでございます。慎重に審査をい

たしました結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 



次に、議案第８号につきましては先程申し上げましたとおりでございます。慎重に審

査した結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第９号につきましても同時に審査をいたしまして、慎重に審査の結果、賛成多数

で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

最後に議案第１０号長与町税減免に関する条例の一部を改正する条例につきましては、

３月１２日、委員全員出席の下に久保平企画財政部長、荒木税務課長、その他関係職員

の出席を求め審査を行いました。主な内容といたしましては、今回の改正は、農業災害

補償法の一部を改正する法律が平成３０年４月１日に施行されることに伴い、所要の改

正を行うものであるということでございます。改正の主な内容は、農業災害補償法から

農業保険法に改められることから第２条第３項中農業災害補償法を農業保険法に改め、

あわせて規定の整備を行うものであるとの説明がございました。施行日につきましては、

３０年４月１日とするものでございます。主な質疑としましては、提案理由の中に農業

災害補償法の一部を改正する法律で、法律の番号が同じであることから名称が変わった

だけとの理解でよいのかという質問に対しまして、法律の一部を改正する法律で題目の

変更で、法律番号は変わっていない。以上のようなことでございました。慎重に審査し

ました結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第４号についての質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５号についての質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第６号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第７号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第８号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第９号についての質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第１０号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

委員長は自席に戻ってください。 

これから議案第４号の討論を行います。 



まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１、議案第４号長与町防災会議条例の一部を改正する条例を採決いた

します。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第５号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第２、議案第５号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を

採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第６号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第３、議案第６号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第７号の討論を行います。 



まず、反対討論ありませんか。 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

議案第７号長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例に反対の立場から討論を行います。 

本条例改正は、議員の期末手当を引き上げる内容であります。本町は今、高田南土地

区画整理事業の長期化や財政負担に苦しみ、図書館建設も財政的な目途が立たない状況

にあります。こうした中、今議会、敬老祝金を削減する内容の議案も提案されています。

子ども医療費助成は、近隣市町が実施時期を表明いたしましたけれども、本町は当初予

算に計上できず、開始時期も明言できない状態であります。このように住民にさまざま

な我慢や負担を求める一方で、町政の意思決定に重要な責任を負う特別職が収入を増や

す提案は住民の理解が得られないというふうに考えます。 

よって、本議案に反対をいたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論ありませんか。 

喜々津議員。 

○１１番（喜々津英世議員） 

私は議案第７号に賛成の立場で討論をいたします。 

議案は、特別職の国家公務員の給与改定に準じ、議員の期末手当の支給割合を引き上

げるもので、期末手当の支給割合を報酬月額の０.０５か月分引き上げ、総支給割合を

３.１５か月分とするものであります。賛成の理由として３点を上げさしていただきた

いと思います。まず１点目は、人事院勧告に基づくものであるということであります。

人事院は民間給与が国家公務員給与を上回り、かつボーナスも民間が上回ったことから

２９年８月に国家公務員の給与の改定を勧告をしました。本町の職員もこれに倣い昨年

１２月議会で職員の給与に関する条例改正が提案され、全会一致で可決をいたしました。

議員の期末手当は、長与町特別職等報酬審議会の審議対象とはなっておりません。これ

までも客観性及び公平性を保つために人事院勧告を尊重し、一般職に準じて引き上げ、

引き下げを図ってきた経緯があります。今回、国の特別職の期末手当も引き上げられた

ことから従前の例に倣い提案されたものと理解し、今回の改正は適切であると考えます。

２点目は、県内の町と比較して本町の支給割合は低い水準であることであります。議会

は平成２８年９月議会で議員報酬に関する特別調査特別委員会を設置し、調査を行いま

した。期末手当の支給割合も調査しましたが、県内８町及び本町より人口が少ない６市

と比較したところ下から２番目の水準でありました。また、本年３月８日現在で調査を

しましたが、８町で１番高い議会が３.３５か月分、１番低い議会が２.６か月分、本町

は依然として下から２番目となっております。今回、改正しない場合、他議会との差は

ますます広がってしまいます。この点でも改正は適切であると考えます。３点目が議会



改革の進展であります。平成２５年９月議会で議会基本条例を制定し、条例に基づく議

会改革を進めてまいりました。当時、議会に関心を持っておられ厳しい御意見を頂戴し

ていた方が、議員報酬に関する調査特別委員会の参考人を公募したところ応募をされ意

見陳述をされました。その際、議会のホームページなどを見ると他議会からの視察が格

段に増えている。これは議会改革が進んできた成果だ。議員報酬の引き上げには賛成す

る。改革を評価し報酬引き上げに賛成の御意見をいただきました。また、早稲田大学マ

ニフェスト研究会の議会改革ランキングでも、県内では県議会及び県内２１市町議会の

中で、本町は３位となっております。改革は着実に進展しています。町民の皆様にも御

理解いただけるものと思います。住民感情からしても引き上げは認められないとの意見

をよく聞きますけれども、感情論ではなく人事院勧告を尊重した客観性のある改正案で

あり適切と考えます。議会基本条例に、議会と町長は二元代表制の下、共に町政の発展

と町民福祉の向上に大きな責任を負っていると規定しています。今回の条例改正を機に

目指す議会像である町民とともに歩む議会、議員が議論を深める議会、執行機関と切磋

琢磨する議会の実現に向け、さらに努力し成果を出すことで町民の御理解がいただける

ものと確信し賛成の討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第４、議案第７号長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第８号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

議案第８号につきましても、７号議案の討論で述べました内容と同様の理由により賛

成できませんので、反対をいたします。以上です。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論ありませんか。 



分部議員。 

○８番（分部和弘議員） 

議案第８号に賛成の立場で討論いたします。 

議案は特別職の国家公務員の給与改定に準じ、町長及び副町長の期末手当の支給割合

を引き上げるもので、期末手当の支給割合を報酬月額の０.０５か月分上げ、総支給割

合を３.１か月分とするものであります。町三役の期末手当はこれまでも、客観性及び

公平性を保つために人事院勧告を尊重し、一般職に準じて引き上げ、引き下げを図って

きた経緯があります。今回、国の特別職の期末手当も０.０５か月分引き上げられたこ

とから従前の例に倣い提案されたもので、今回の改正は適切であると考え、賛成の討論

といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第５、議案第８号町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正する

条例を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第９号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

議案第９号につきましても、７号議案の討論の中で述べた内容と同様の理由により賛

成できませんので、反対をいたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論ありませんか。 

分部議員。 

○８番（分部和弘議員） 

第９号についても賛成の立場で討論いたしますけども、先程第８号との同じ内容です

ので、そういった意味で賛成討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 



次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第６、議案第９号長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤

務時間等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第１０号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第７、議案第１０号長与町税減免に関する条例の一部を改正する条例を

採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから日程第８、議案第３号長与町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準を定める条例。日程第９、議案第１１号長与町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例。日程第１０、議案第１２号長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例。

日程第１１、議案第１３号長与町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。

日程第１２、議案第１４号長与町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例。日程第１３、議案第１５号長与町敬老

祝金支給条例の一部を改正する条例。日程第１４、議案第１６号長与町介護保険条例の

一部を改正する条例。日程第１５、議案第１７号長与町指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例。日程第１６、議案第１８号長与町指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例。日程第１７、議案第１９号長与町指定地域密着型介護予防サービスの事業



の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。日程第１８、

議案第２０号長与町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。日程第１９、議案第２

１号長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例の一部を改正する条例。日程第２

０、議案第２２号長与町都市公園条例の一部を改正する条例を一括議題といたします。 

ただいま一括しています議案について、委員長の報告を求めます。 

産業厚生常任委員長。 

○９番（西岡克之議員） 

それでは御報告いたします。議案第３号長与町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準を定める条例の件について御報告いたします。審査日といたしまして

平成３０年３月１２日、委員全員出席の下、説明員として中山健康保険部長、辻田介護

保険課長、その他関係職員の出席を求め慎重に審査をいたしました。この条例は、地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の公布に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

新たに条例を制定するもので、平成３０年４月１日より介護支援専門員を配置している

居宅介護支援事業所の指定、指導等の権限が県から市町村へ移ることとなったため、町

で条例を定める必要が生じたことによる措置であります。基本的に県条例と同様に国の

省令で定められた内容。独自規定として、長与町暴力団排除条例の趣旨に則り暴力団の

介入を防ぐための措置を講じることなどを規定。附則として本条例の施行日を平成３０

年４月１日からとし、第６条第２項については平成３３年３月３１日までの経過措置を

設けるとの説明がありました。主な質疑といたしまして、権限移譲のポイントはという

質疑に対しまして、地方分権一括法の一環だと。また、別の質疑といたしまして、県か

ら市町村へ移行する期間はという質疑に対しまして、来年３月３１日だという答弁で、

次の質疑といたしまして、事業所指定の期間はっていうことでは、６年の更新となって

いる答弁でございました。主な質疑は以上のとおり。慎重に審査をした結果、全会一致

で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１１号長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。審査日は平成

３０年３月１３日、委員全員出席の下、説明員として中山健康保険部長、志田健康保険

課長、その他関係職員の出席を求め慎重に審査いたしました。改正の内容として、国保

の財政主体が都道府県になることにより、地方税法が一部改正されたことに伴う改正で、

規定の整備を行うもの。附則として平成３０年４月１日から施行するとの説明がありま

した。主な質疑といたしまして、改正により住民に何か変化があるのかという質疑に対

して、住民には変化は無いという答弁でした。改正後の条文が分かれているのはなぜか

と言うと、地方税法の書きぶりに合わせているという答弁でございました。主な質疑は

以上のとおりで慎重に審査をした結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 



続いて、議案第１２号長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例。審査日は平成

３０年３月１３日、委員全員出席の下、説明員といたしまして、中山健康保険部長、志

田健康保険課長、その他関係職員の出席を求めて慎重に質疑を重ねました。提案理由の

主な説明といたしまして、改正の内容は国民健康保険の財政主体が都道府県になること

に伴い改正を行うもので、規定の整備を行うものとの説明がありました。附則として、

平成３０年４月１日から施行するとの説明がありました。主な質疑といたしまして葬祭

料が２万円になったのはなぜか。県の会議での話し合いの結果、統一することに決定し

たという答弁でございました。主な質疑は以上のとおりで慎重に審査した結果、賛成多

数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１３号長与町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の件を

御報告いたします。審査日といたしまして平成３０年３月１１日、委員全員出席の下、

説明員といたしまして中山健康保険部長、志田健康保険課長、その他関係職員の出席を

求め慎重に審査をいたしました。提案理由といたしまして、高齢者の医療の確保に関す

る法律の一部改正に伴い所要の改正を行うもので、国民健康保険で住所地特例の適用を

受けている被保険者が後期高齢者医療に加入するときは、その特例を引き継ぐ内容とい

うことでございました。附則として平成３０年４月１日から施行するとの説明がありま

した。主な質疑といたしまして、後期高齢者医療に住所地特例は存在するのか。次が答

弁でございます。存在するという答弁がございました。主な質疑は以上のとおりで慎重

に審査をした結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１４号長与町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件について御報告をいたします。審

査日は平成３０年３月１２日、委員全員出席の下、説明員として森川住民福祉部長、村

田こども政策課長、その他関係職員の出席を求め慎重に審査をいたしました。提案理由

といたしまして、本案は子ども・子育て支援法施行規則等の改正に伴う条文整備と所要

の改正を行うものとの説明がありました。附則として公布の日から施行し、第１５条第

１項第２号の改正規定は平成３０年４月１日から施行するとの説明がありました。主な

質疑といたしまして、任意交付の利用は、利用する場合には１か月の間に任意交付証を

発行される答弁がございました。主な質疑は以上のとおりで慎重に審査した結果、全会

一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１５号長与町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の件につい

て御報告いたします。審査日といたしまして平成３０年３月１２日、委員全員出席の下、

説明員として森川住民福祉部長、細田福祉課長、その他関係職員の出席を求め審査をい

たしました。提案理由の概要といたしまして、高齢化の進展に伴い高齢者に関連の事業

を時代に即しかつ継続的に実施できる事業とすることを目的とし、総合的に見直しとし

て敬老祝金の７７歳の額を１万円から５,０００円に、８８歳の額を３万円から２万円

に、１００歳の額を１０万円から８万円に改めるものという説明を受けました。附則と



して平成３０年５月１日から施行するとの説明がありました。主な質疑といたしまして、

減額の下げ幅はとの問いに３つの事業のトータルを算出し時代に合わせた形にした。各

年齢の下げ幅の根拠はどうかという問いに、老連、介護予防教室などを回りアンケート

調査を実施した結果だということでございました。主な質疑は以上のとおりで慎重に審

査した結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１６号長与町介護保険条例の一部を改正する条例の件について御

報告をいたします。審査日といたしまして平成３０年３月１２日、委員全員出席の下、

説明員といたしまして中山健康保険部長、辻田介護保険課長、その他関係職員の出席を

求め慎重に審査を重ねました。提案理由の説明といたしまして、３年で１期の事業計画

で運営している介護保険事業が、平成２９年度で６期の計画が終わる。今般、平成３０

年度より３２年度までの３か年の第７期の長与町老人福祉計画、介護保険事業計画を策

定したので、この計画に基づき介護保険料の改正等を提案するものとの説明がありまし

た。また、附則として本条例の施行日を平成３０年４月１日とし、第３１条については、

公布の日から、また経過措置として平成２９年度分までの保険料については、なお従前

の例によるとの説明がありました。主な質疑といたしまして、第３１条中、第１号被保

険者を被保険者に改めた理由は。これまで第１号被保険者のみとされていたのが、４０

歳から６４歳までの第２号被保険者も含むことになったという説明がありました。次に、

改正案で低所得者の保険料は高くなっているのではないかという問いに対し、第６期計

画では第１号を低所得者の保険料としていたが、第７期計画では第１号を国の標準税率

に合わせ、低所得者の保険料には別に第５号で規定しており、高くなっているわけでは

ないという説明がありました。主な質疑は以上のとおりで慎重に審査した結果、全会一

致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１７号長与町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の件について御報告をいたします。審査日は平成３０年３月

１２日で、委員全員出席の下、説明員といたしまして中山健康保険部長、辻田介護保険

課長、その他関係職員の出席を求め慎重に審査をいたしました。提案理由の概要といた

しまして、本案は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に係

る厚生労働省省令が一部改正されたことに伴い、所要の改正を行うもの。附則として本

条例は平成３０年４月１日から施行するとの説明がありました。主な質疑といたしまし

て、３条４項の特定支援事業者とは本町の場合どこを指すのかという質問に、本町では

地域包括支援センターだとの答弁がありました。主な質疑は以上のとおりで慎重に審査

した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１８号長与町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の件について御報告をいたします。審査日

といたしまして平成３０年３月１２日、委員全員出席の下、説明員として中山部長、辻



田課長、その他関係職員の出席を求め慎重に審査をいたしました。提案理由の説明とい

たしまして、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正する法律の

公布により認知症の定義に係る条文変更に伴う条文整理である。附則として、本条例の

施行日を平成３０年４月１日からとするとの説明がありました。主な質疑といたしまし

て、指定密着型の意味はという質疑に対して、認知症を含み町内限定という意味だとい

う答弁がございました。主な質疑は以上のとおりで、慎重に審査した結果、全会一致で

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１９号について御報告いたします。議案第１９号長与町指定地域密着型

介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の件について御報告いたします。審査日といたしまして平成３０年３月１２日、

委員全員出席の下、説明員といたしまして中山健康保険部長、辻田介護保険課長、その

他関係職員の出席を求め慎重に審議をいたしました。これも議案第１８号と同様に、地

域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正する法律の公布により認知

症の定義に係る条文の変更に伴う条文の整備であります。附則として、平成３０年４月

１日から施行するとの説明がありました。主な質疑といたしまして、これは定義が変わ

ったのか条文が変わったのかという問いに対し、第２項３項の条文が追加されており、

内容の変更は無いという答弁がございました。主な質疑は以上のとおりで慎重に審査し

た結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２０号長与町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の件につ

いて御報告をいたします。審査日は平成３０年３月１４日、委員全員出席の下、説明員

といたしまして緒方建設産業部長、日名子土木管理課長、その他関係職員の出席を求め

慎重に審査をいたしました。本案は、道路法施行令の一部改正に伴い所要の改正を行う

ものでありますという説明があり、附則として、平成３０年４月１日から施行するとの

説明がありました。主な質疑といたしまして、例えば現行１平方メートルに満たない９

０平方センチメートルでも１平方メートルになるのかっていう質疑に対し、そのとおり

である。次に、占用料の徴収方法はどうなるかっていう質疑に対し、道路使用者に提出

をしてもらい精査をするという答弁がございました。主な質疑は以上のとおり慎重に審

査をした結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２１号長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の件について御報告をいたします。審査日といたしまして平成３０年３月

１４日、委員全員出席の下、説明員といたしまして緒方建設産業部長、松邨建設産業部

理事、その他関係職員の出席を求め慎重に審査をいたしました。提案理由の説明として、

本案は公営住宅法施行令及び住宅地区改良施行令の一部を改正する政令、公営住宅法施

行規則及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅の整備に関する特別措置施行

規則の一部を改正する省令の施行に伴い、所要の改正を行うもので、条ずれの整備、文

言の修正が改正の内容で、公布の日から施行するとの説明がございました。主な質疑と



いたしまして、第９条第１項の４は上位法の改正に伴うものかの問いに対しまして、文

言の修正によるものだとの答弁がございました。慎重に審査した結果、全会一致で原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２２号長与町都市公園条例の一部を改正する条例の件について御

報告をいたします。審査日は平成３０年３月１４日、委員全員出席の下、説明員といた

しまして緒方建設産業部長、日名子土木管理課長、その他関係職員の出席を求め慎重に

審査をいたしました。本案は、都市緑地法、都市公園法、都市公園法施行令の改正に伴

い所要の改正を行うものという説明があり、附則として、本条例は平成３０年４月１日

から施行するとの説明がありました。主な質疑といたしまして、この法律を受け建蔽率

の変更はどうなる。この問いに対し、地域の実情に合わせて実施をされるという答弁が

ありました。また、他町ではこの建蔽率を越えるところはないのかという質疑に対し、

県内では無い。本町で例をとると総合公園では体育館で４％程度となるとの答弁がござ

いました。主な質疑は以上のとおりで慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決しました。以上、報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第３号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第１１号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第１２号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第１３号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第１４号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第１５号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第１６号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第１７号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第１８号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第１９号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 



次に、議案第２０号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第２１号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第２２号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

委員長自席に戻ってください。 

これから議案第３号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第８、議案第３号長与町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準を定める条例を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第１１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第９、議案第１１号長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を

採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第１２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 



ただいま議案となってます議案第１２号長与町国民健康保険条例の一部を改正する条

例について反対の立場で討論いたします。 

この議案は、これまでの葬祭費を３万円から２万円に引き下げるものです。国保加入

者へのわずかなサービスを削るものであり、福祉の後退と捉え反対するものであります。

長崎県下の国保統一に向けた１つの施策だと説明されましたが、このようなサービスは、

自治体独自の取組として継続しても何ら問題がないと考えます。県下２万円を統一する

ことは、今後保険税の統一に向けての取組と考えざるを得ません。保険税の統一化は、

保険税の引き上げになりかねないと、どの自治体も懸念された内容であります。また、

国保統一化は自治体の財政の安定化などを検討されたことだと考えます。結果的に統一

化により福祉が後退されており、福祉の後退は許されない。そういう立場から反対する

ものであります。以上、反対討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

饗庭議員。 

○５番（饗庭敦子議員） 

私は議案第１２号長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論

いたします。今回提案されている内容は、被保険者の方が亡くなられた場合の葬祭費と

して支給されています金額が３万円から２万円の変更となっております。できることで

あれば葬祭費を引き下げることなく３万円で実施することを望みますが、今回の改正は

長与町独自ということではなく、今回の国民健康保険制度改正により長崎県内全市町２

万円に統一されるとの説明でした。住民サービスの面から考えると残念ではございます

けれども、住民の方に御理解いただいて説明をされることを要望し、賛成討論といたし

ます。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１０、議案第１２号長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例を

採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 



これから議案第１３号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１１、議案第１３号長与町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第１４号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１２、議案第１４号長与町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第１５号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

ただいま議案となってます議案第１５号長与町敬老祝金支給条例の一部を改正する条

例について反対の立場で討論いたします。 

敬老祝金の目的は、長年本町のまちづくり、またこれまでの長与町を支えてきた方々

へのささやかな祝金だと考えます。今回高齢者施策の拡大とはいえ、一方で議員や特別

職の給料等の引き上げが行われる中、そのわずかな金額を削減することは、これもまた

福祉サービスの後退であります。吉田町長の下、幸福度日本一を目指すことが本町の課

題だと考えます。日本一を目指すならどの分野においても他の自治体と比べて優れた福

祉サービスが行われていることが、日本一の条件だと考えます。その日本一を目指すの



に福祉の後退は許されない。以上の理由から反対討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に賛成討論ありませんか。 

安藤議員。 

○６番（安藤克彦議員） 

私は、本議案に賛成の立場から討論をさせていただきます。本議案は敬老祝金支給条

例を改正し、委員長報告にもございましたとおりそれぞれの支給金額を減額するもので

あります。この敬老祝金につきましては、年々増え続ける扶助費の増加とともに全国的

にも見直す自治体が増え、また、本町におきましても議論が進められてまいりました。

また、今回の改正で重要なのは、議員全員協議会で担当課からの説明にもございました

が、庁舎内での協議だけでなく老人クラブ連合会や各老人クラブ、介護予防教室参加者

などに広くアンケートを行いその意見を反映させていることであります。その中では、

敬老祝金の縮小と答えた方が３７.１％と最も多く、廃止も含めると約５割の方の考え

でありました。また一方で、継続を望む声も２９.１％いらっしゃいました。また、本

議案とは直接関係ありませんが、入浴補助券につきましても拡充、変更、廃止が７割を

超え、何らかの対応を町に求めております。さて、今回の改正では敬老祝金の支給金額

を減額しますが、一方、アンケートでもありました入浴補助券のあり方を見直し、入浴

以外にも交通、文化活動にも助成を拡大する計画と伺っております。予算ベースで計算

しますと、改正前後の差額約４００万円は、高齢者交通費健康づくり助成事業に充てら

れると伺っております。削減のみの改正ではなく、広く考えますと高齢者ニーズを反映

させる施策へと繋がる改正と言うことができます。よって、以上の理由から賛成討論と

いたしたいと思います。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１３、議案第１５号長与町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例を

採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第１６号の討論を行います。 



まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１４、議案第１６号長与町介護保険条例の一部を改正する条例を採決

いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第１７号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１５、議案第１７号長与町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第１８号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１６、議案第１８号長与町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案とおり可決されました。 



次に、これから議案第１９号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１７、議案第１９号長与町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第２０号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１８、議案第２０号長与町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案とおり可決されました。 

次に、これから議案第２１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１９、議案第２１号長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例

の一部を改正する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案とおり可決されました。 



これから議案第２２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第２０、議案第２２号長与町都市公園条例の一部を改正する条例を採決

いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案とおり可決されました。 

場内の時計で１０時５０分まで休憩いたします。 

 （休憩 １０時３１分～１０時５０分） 

○議長（内村博法議員） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程第２１、議案第２３号平成２９年度長与町一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。ただいま議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

総務文教常任委員長。 

○１０番（岩永政則議員） 

それでは御報告を申し上げます。議案第２３号平成２９年度長与町一般会計補正予算

（第６号）につきましては、平成３０年３月１２から１３日にかけまして委員全員出席

の下に審査を行いました。説明員としては久保平企画財政部長、田中財政課長、その他

関係職員の出席を求めて行ったわけでございます。今回の主な内容といたしましては、

既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１億９,６９９万円を減額し、補正後の総額を１２

３億４,２３９万３,０００円とするものでございます。歳入の主なものといたしまして

は、1 款町税は町民税、固定資産税など１億９,９７０万円を増額計上いたしております。

８款地方特例交付金では交付額決定により５４２万９,０００円の増額の計上でござい

ます。１３款国庫支出金は社会保障・税番号システム改修費補助金７２２万８,０００

円を増額計上、１６款寄附金では社会福祉費寄附金１件、中学校寄附金１件など総額１

０１万５,０００円を増額計上。１７款繰入金では財政調整基金繰入金や２１世紀ふれ

あい基金繰入金など総額３億６,５４６万２,０００円の減額計上。２０款町債は事業費

の減額に伴う充当起債１億３,１４０万円の減額計上。歳出の主なものといたしまして

は、人件費では育児休業６名分の給与、職員手当、共済費の減額計上。２款総務費では

公共施設劣化状況調査業務委託料及び評価替に伴う固定資産評価業務委託料など２,５

５０万３,０００円の減額計上。３款民生費は自立支援給付費など５,７３１万円の増額



計上。６款農林水産業費は有害鳥獣被害防止対策事業補助金など２９３万６,０００円

の減額計上でございます。８款土木費は補助金の確定による町道等維持補修工事費の減

額及び土地区画整理事業特別会計繰出金の減額など、総額２億１,７３３万円の減額計

上。１０款教育費は教育振興基金への積立金６,０１６万３,０００円を増額計上。公民

館等改修工事費は減額計上でありますが、総額で３,５７０万７,０００円の増額計上。

以上の説明がございました。主な質疑といたしましては、総務関係では、大学による地

域活性化補助金はどういった理由で実施できなかったのかという質問に対しまして、映

像作成サークル「シーボ」の地域創造学部が佐世保校に移転したことから、サークルと

連携を取れなくなった。３０年、新たに事業ができないか検討しているとのことでござ

います。住民福祉部では、障害者自立支援給付費が増額になった要因は何かということ

に対しまして、当初見込額が甘かった。就労系サービスと生活介護サービスの事業所が

増えたことで給付費が上がったのも増額の要因であるとの説明でございます。次に、浄

化槽の設置整備については、どこの地区を予定しているのかという問いに対しまして、

岡郷２基、平木場郷１基、本川内郷１基の４基の計画だったが、岡郷の２基が未設置と

なったという答弁でございました。建設産業部では、ながさき鳥獣被害防止総合対策事

業費補助金ワイヤーメッシュ柵の分で減額された要因は何かということで、答弁として

はワイヤーメッシュ柵を要望した市町が多いことから、その結果、国からの内示が減額

となったという回答でございました。議会事務局では、費用弁償については２９年度は

各種特別委員会を開催したが、日程調整を行い、特別委員会を同日に開催するなど努力

を行ってきた。当初予算から比べ減額となった要因は何かとの問いに対しまして、各種

特別委員会の費用弁償なども同日に開催することで減額となった。 

主な質疑は以上のとおりでございます。慎重に審査した結果、全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決しました。以上報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

議案第２３号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。委員長、自席に戻って下さい。 

これから議案第２３号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第２１、議案第２３号平成２９年度長与町一般会計補正予算（第６号）

を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 



本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

これから日程第２２、議案第２４号平成２９年度長与町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）。日程第２３、議案第２５号平成２９年度長与町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）。日程第２４、議案第２６号平成２９年度長崎都市計画事業長与町

土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）。日程第２５、議案第２７号平成２９年

度長与町下水道事業会計補正予算（第２号）を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としております議案について、委員長の報告を求めます。 

産業厚生常任委員長。 

○９番（西岡克之議員） 

それでは御報告いたします。議案第２４号平成２９年度長与町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）の件について御報告いたします。審査日といたしまして平成３０年

３月１３日、委員全員出席の下、説明員といたしまして中山健康保険部長、志田健康保

険課長、その他関係職員の出席を求め慎重に審査をいたしました。提案理由の主な説明

といたしまして、今回の補正は歳入歳出それぞれ１億１,５９１万１,０００円を減額し

て補正後の予算を歳入歳出それぞれ４７億４,５７６万円とするもの。歳入歳出共に国

県及び共同事業交付金の確定に伴う減額が主な内容であるとの説明がありました。主な

質疑といたしまして今回の減額の訳は。保険者の減少によるものが大きいという答弁が

ありました。また、特定健診の額の減額の訳はという問いに、受診率が見込より低いも

のによるとの答弁がありました。主な質疑は以上のとおりで、慎重に審査をした結果、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２５号平成２９年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）の件を御報告いたします。審査日といたしまして平成３０年３月１３日、委員全

員出席の下、説明員といたしまして中山健康保険部長、志田健康保険課長、その他関係

職員の出席を求め慎重に審査を重ねました。主な提案理由といたしまして、今回の補正

は歳入歳出それぞれ６３５万円を増額し、補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ４億

７,１８３万３,０００円とするもので、歳入では保険基盤安定繰入金の額の確定による

増額、歳出では広域連合納付金の増額の見込による増額補正が主な内容であるとの説明

がありました。主な質疑といたしまして、歳入で普通徴収保険料の減額の理由は何かと

いうことで、当初予算の時点では割合が分からず、確定した時点で今回の補正を行った

という答弁がございました。主な質疑は以上のとおりで、慎重に審査した結果、全会一

致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２６号平成２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特

別会計補正予算（第２号）の御報告をいたします。審査日といたしまして平成３０年３



月１４日、委員全員出席の下、説明員といたしまして緒方建設産業部長、松邨建設産業

部理事、その他関係職員の出席を求め慎重に審査をいたしました。提案理由の主な説明

といたしまして、今回の補正は歳入歳出それぞれ１億４０６万６,０００円を減額して、

補正後の総額を９億３,５００万２,０００円とするもので、国庫補助事業の確定に伴う

県事業委託料の減額並びに保留地処分金を財源とする一般会計繰出金の追加によるもの。

なお繰越明許費として４億６,１２２万２,０００円をするという説明がございました。

主な質疑といたしまして補助金減額の訳は。要望額に対し国から満額つかなかったとい

う答弁がありました。次に繰越明許の理由は何かということで、現地地盤をボーリング

調査したが地盤が固く、工事の進捗が計画どおりにいかなかったためだという答弁がご

ざいました。慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

続きまして、議案第２７号平成２９年度長与町下水道事業会計補正予算（第２号）の

件について御説明いたします。審査日は平成３０年３月１５日、委員全員出席の下、説

明員といたしまして濱水道局長、山崎下水道課長、その他関係職員の出席を求め慎重に

審査をいたしました。提案理由の主な説明といたしまして、今回の補正は収益的収入及

び支出において、事業の確定による不用額等の減額により１款下水道事業費を５,５０

０万円減額し、費用総額を９億７,０９０万５,０００円とするもの。次に資本的支出の

収入では２億１,４８１万円を減額し、支出では資本的支出を２億８１３万２,０００円

減額するもので、当初予定しておりました処理場の長寿命化計画による改築更新事業の

一部を来年度以降の予定に変更したことによるものでございました。なお資本的収入が

支出額に対し不足する３億６２０万３,０００円は当年度消費税及び地方消費税資本的

収支調整額１,２８０万５,０００円、過年度分損益勘定留保資金６,８９７万円及び減

債積立金２億２,４４２万８,０００円で補填するとの説明がありました。主な質疑とい

たしまして、資本的支出の減額の訳はなぜかという質疑に対し、長寿命化計画を基にし

た高度処理計画や設備増設工事を行おうとしていたが時間的余裕が無く、今年度の国庫

補助対象事業の一部を来年度以降に変更したためだとの答弁がございました。主な質疑

は以上のとおりでございまして、慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決しました。以上です。 

○議長（内村博法議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第２４号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第２５号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第２６号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 



次に、議案第２７号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。自席に戻って下さい。 

これから議案第２４号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第２２、議案第２４号平成２９年度長与町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案どおり可決されました。 

次に、議案第２５号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第２３、議案第２５号平成２９年度長与町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２６号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第２４、議案第２６号平成２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画整

理事業特別会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２７号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第２５、議案第２７号平成２９年度長与町下水道事業会計補正予算（第

２号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に日程第２６、議案第２８号平成３０年度長与町一般会計予算。日程第２７、議案

第２９号平成３０年度長与町駐車場事業特別会計予算を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

総務文教常任委員長。 

○１０番（岩永政則議員） 

それでは御報告を申し上げます。議案第２８号平成３０年度長与町一般会計補正予算

に関して３月１３日から１９日までにかけまして審査を行いました。出席委員は全員出

席でございます。説明員として久保平企画財政部長、田中財政課長、その他関係職員の

出席を求めました。提案理由の主なものとして少し長くなりますが、平成３０年度一般

会計予算の総額を１２２億５,４５４万３,０００円としているが、平成２９年度に比べ

ると５,３２４万３,０００円、率にして約０.４％の増額予算となっている。主なもの

を申し上げますと、歳入では、１款町税では４４億５,７２７万１,０００円を計上。前

年度比１億３８万７,０００円の増額で個人町民税と固定資産税の増額が要因である。

２款地方譲与税から８款地方特例交付金までは、２８年度決算及び２９年度歳入状況を

考慮し全体で１,２００万円の増。９款地方交付税及び１０款交通安全対策特別交付金

は前年度と同額計上。１３款国庫支出金は障害者自立支援給付費負担金、保育所運営費

負担金及び児童手当負担金など１６億９,９７２万２,０００円を計上、前年度比８,６

３６万３,０００円の減は保育所等整備交付金の減額が主な要因であるということです。

１４款県支出金は９億３,３６６万６,０００円を計上、前年度比４,７６０万円の増は

社会福祉費負担金及び保育所運営費負担金の増額などが主な要因であります。１７款繰

入金は９億５,１７４万５,０００円を計上、前年度比３,４０７万５,０００円の増は財



政調整基金及び減債基金からの繰入の増額が要因となっている。それから歳出の主なも

のを申し上げますと、１款議会費は１億３,８４５万７,０００円を計上、前年度比２２

１万５,０００円の増額。２款総務費は１３億１,６７０万９,０００円を計上、前年度

比７,０１０万３,０００円の増額は庁舎施設整備改良工事費、ふるさと納税関連経費の

増額が主な要因である。３款民生費は４９億７,７１６万２,０００円を計上、前年度比

３,６８０万９,０００円の増額は社会福祉費の障害者福祉費、児童福祉費の児童福祉運

営費の増額が主な要因であると。４款衛生費は１０億６,７５８万９,０００円の計上、

前年度比１億２,５５７万３,０００円の増額は長与・時津環境施設組合負担金の増額が

主な要因である。６款農林水産業費は２億４４万６,０００円を計上、前年度比１４４

万円の増額。８款土木費は１５億１２万６,０００円を計上、前年度比２億６０８万８,

０００円の減額は西高田線街路事業費は増額計上でありますが、道路橋りょう費での道

路維持費の減額が主な要因である。１０款教育費は１１億５,３９１万７,０００円を計

上、前年度比３,８６２万４,０００円の増額は中学校費で屋内運動場整備工事費等が増

額の要因。１２款公債費は１４億７９４万３,０００円を計上、前年度比１,６４８万円

の増額。以上の説明がありました。主な質疑としましては、総務部では電算システムを

運用データシステムで行うことでの削減は何かという問いに対しまして、オープン系パ

ッケージシステムに替えクラウド方式を導入し、サーバーの運用管理、改修パッケージ

の適用などで職員の負担軽減やシステム改修費の削減になっているとのことでございま

す。それから長与駅のコミュニティホール使用頻度はどのような状況なのかということ

に対しまして、以前と変わらない、使用料については理解されていると思うという答弁

でございます。それから防犯灯新設は今後も増えるのかとの問いに対しまして、自治会

要望などを予定してる。また、新しい団地、宅地、道路での要望があれば対応していき

たいという答弁でございます。企画財政部では、ロゴマークのデザイン化の委託は公募

かという問いに対しまして、一般公募で行う、デザイン化でホームページなど広く活用

したいということでございます。それから、今回のデザインの著作権はどうなるのかに

対しまして、オリジナル葉っぱに乗ったミックンの著作権は町にある。ロゴマークも同

じように考えているとのことでございます。それから５０周年記念事業のバスアナウン

スの期間はどうなるかということに対しましては、３０年度当初に実施したいとのこと

です。期間は３１年３月までということでございます。これはちょっと元に戻りますが、

３０年度の初めに実施をしたいと。期間は３１年３月までと、今年度末までですね。差

し当たりはそういうことでございます。固定資産税の課税客体の把握はどうしているの

か。これに対しまして航空写真及び現地確認で行っているとのことでございます。住民

福祉部関係では祝金の減額はどのように決まってきたのか、また、説明はどのようにさ

れたのかの問いに対しまして、高齢者の３事業について９月に老人クラブ連合会、１０

月に介護予防教室で事業の説明とアンケート調査を行い、意見、要望を聞いた。その結

果、時代に沿った見直しを行い、敬老祝金減額、長寿祝品規模縮小。入浴補助券はバス、



タクシー助成券または健康づくり補助券として入浴施設、トレーニング室、陶芸の館な

どで利用できるように改善をしたということでございます。それから資源売払収入が１

３０万円位減額となっているがどうしたのかということでございますが、単価の影響が

１番の要因で、特に鉄、アルミ等が挙げられるということでございます。健康保険部で

は、フッ素洗口の県補助金が２分の１から３分の１になったのはなぜかということに対

しまして、２９年度までの事業だったが、現状を見て県が今年度３分の１の補助での事

業継続となったということでございます。建設産業部では、ふれあい農園の利用状況は

どうなっているのかということに対しまして、９０％位の貸付率となっているというこ

とでございます。西高田線、高田踏切の渋滞現状はどうなっているのかということに対

しまして、朝夕のラッシュ時は木材店まで渋滞している。片側３メートルの都市計画道

路を計画している。また、和楽団地入口部を広げ、右折帯を設けることで解消を図ると

いう答弁でございます。教育委員会の関係では、ＮＩＣＥの講師謝金が計上されている

が、ＮＩＣＥの頭文字をどうとったのか。また、「イングリッシュアドベンチャー」で

前回計上されていたと思うが、変わったところがあるのかという問いに対しまして、Ｎ

ＩＣＥについては長与インターナショナル コミュニケーション アクティビティ イ

ン イングリッシュの頭文字を取り、ＮＩＣＥの名称をつけたとのことです。また、イ

ングリッシュアドベンチャーの名称で前回予算を計上したが、商標登録されているとの

ことで、今回名称をＮＩＣＥに変更したとのことでございます。最後に各施設の、これ

社会教育施設等含めて、各施設の洋式トイレ化についてはどのような計画かとの問いに

対しまして、各施設については洋式トイレは１つあるが、全てのトイレを５か年計画で

洋式トイレにするということでございます。主な質疑の内容は以上のとおりでございま

すが、慎重に審査した結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に議案第２９号平成３０年度長与町駐車場事業特別会計につきましては、同じ３月

１２日、委員全員出席の下に、説明員として荒木総務部長、井川契約管財課長、その他

関係職員の出席を求め、慎重に審査を行ったところでございます。主な内容としまして

は平成３０年度駐車場事業特別会計の予算総額は歳入歳出それぞれ７９１万１,０００

円とするもので、前年度比８７万５,０００円、約１２.４％の増額となっている。歳入

の主なものといたしましては、１款使用料及び手数料は定期で長与町嬉里駐車場が年間

３３６万９,０００円、吉無田駐車場が年間２１３万８,０００円。一般の駐車場では年

間２４０万円を見込んでおり、使用料収入は７９０万８,０００円を計上。歳出の主な

ものとしましては、総務管理費で駐車場管理委託料４７８万７,０００円。タイムレジ

スタ及び防犯カメラの賃借料４３万７,０００円など総額７８１万円を計上。以上の説

明がございました。主な質疑としましては、修繕費及び駐車場施設整備工事費について

はどのような内容かとの問いに対しまして、修繕費は駐車場壁の漏水補修や駐車場入口

の防風兼雨除けなどの工事で、整備工事費は排気ガラリ増設工事を行う。 

以上のような質疑でございました。慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可



決すべきものと決しました。以上、報告終わります。 

○議長（内村博法議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第２８号についての質疑はありませんか。 

竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員） 

私は、この審査の内容についてじゃなくて審査の過程についてをお尋ねをいたします。

昨年も質問いたしましたが、３款の社会福祉費の中の社会福祉協議会の運営費、これが

約５,４００万出とるわけです。いろいろ私どもに噂とかいろんなお話が来るんですが。

私は聞いたお話では、職員の採用の時に元職の方が一緒に面接をするとか、それから充

て職の方がそのまま残っておられるとか、いろんな話、あまり良い話を聞かないわけで

すね。ですから、これにつきましては５,４００万もお金が出ておりますので、私とし

ては、やはり委員会にお呼びしていろんなお話を聞かれたのかどうか、私としては呼ん

だ方が良いというふうに昨年から申し上げとったんですが、今回はどのようになったの

か、会として呼ばれたのか呼ばれてないのか、若しくは、また、今後どのような形で対

応されるのか、そういうのがあったらお知らせをいただきたい。 

○議長（内村博法議員） 

岩永議員。 

○１０番（岩永政則議員） 

お答え申し上げたいと思いますけれども、今回は出席を求めて審査はいたしておりま

せん。今後につきましては、総務委員の皆さん方の御意見も聞きながら充分検討してい

きたいというふうには考えております。以上です。 

○議長（内村博法議員） 

竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員） 

是非、参考人として呼んでいただきたい。やはりいろんな部分で社会福祉協議会とい

うのは大変大きな役割を示してるわけですね。社会保障費の中での重要な部分を占めて

おりますので、是非、今後呼んで、いろんな参考のために呼んでいただきたいと要望し

ときたいと思います。 

○議長（内村博法議員） 

他に質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第２９号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。岩永議員、自席に戻って下さい。 

これから議案第２８号の討論を行います。 



まず、反対討論ありませんか。 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

議案第２８号平成３０年度長与町一般会計予算に反対の立場から討論を行います。現

在、公共施設の老朽化が全国的な問題となり、本町においても財源対策が課題となって

います。また、高齢者福祉の増進、教育支援、子育て支援などの要望が高まっています。

これら住民ニーズに応える予算になっているのか否かという点を主眼に予算を見てまい

りました。高田南土地区画整理事業への一般会計繰出金については、従前からこの工期

の不透明さ、財政負担の大きさについて疑問を呈してまいりました。その解消には未だ

至っておりません。榎の鼻地区の大型商業施設などの造成と連動した西高田街路事業も

先線の動向、渋滞解消効果、事業費の将来負担が懸念されるなど、大型事業、開発型事

業が住民向け施策を展開する上でネックとなっております。学校への空調設置、子ども

医療費助成、公共施設の老朽対策、既存道路の維持、補修など教育や生活環境を改善す

るため、また、他の自治体に遅れをとらないようにすべき事業の実施であるとか、計画

についても影響が出始めております。こうした中、昨年辺りから社会教育、住民福祉に

関する予算削減の流れとなっております。削減すべきは住民福祉ではなく、長年財政負

担となっている大型開発事業であるというふうに思います。本予算は入浴券など健康づ

くりの点、そして交通補助券、これらを複数選択するように制度改正をしたり、議会か

らの提案そして住民の要求を反映した事業が盛り込まれました。これらについては住民

に評価していただける施策であります。しかし、投資的経費が予算の主役であるはずの

住民福祉予算を圧迫する、こうした構造的矛盾があり、そのことを指摘し改善を求める

立場から本予算に反対をいたします。以上です。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論ありませんか。 

金子議員。 

○７番（金子恵議員） 

議案第２８号一般会計予算に対し賛成の立場から討論いたします。今期の予算に関し

ましては、まず町税が昨年度比１億４０３万３,０００円の増ということで、財源の確

保ができていることは重要なことであると思います。しかし、その反面、民生費が本年

も増加傾向にあることは、本町のみならず各市町においても同様であると感じています。

その中で、少子高齢化に伴う施策においては今後さらに大きな歳出になることが予想さ

れます。今回長年の住民からの要望でもあった交通利用券は入浴補助券から形を変え、

バス、タクシー利用券、健康づくり助成券から選択できる需要度の高いものになり、高

齢者の生きがいづくりの一端としての事業になりました。これに関しては、多くの同僚

議員が長年住民の声を行政に届け続けたことが、今回に至った１つではなかったかと感

じているところです。また、子育て支援事業に関し、子どもを守る地域ネットワーク機



能強化事業は社会問題化している児童虐待の早期発見、対応、発生予防に努めるとして

いるもので、私達の未来である子ども達を様々な悪環境から守り、安心して心豊かに毎

日送ることができるようにするため、ある意味大人の責任でもあると感じているところ

から、今以上の施策推進を願うところです。次に健康ポイント制度ですが、介護予防の

一役になるよう実施と共に、住民が参加する事業ですので分かりやすい周知をお願いし

たいと思います。産業振興面においては大型商業施設がオープンして間もなく１年が経

とうとしています。ここと商店街の動線を確保する政策を講じるとのことでしたが、ま

だ道半ばであろうと思っています。各個店の努力を引き出すすべを持ち合わせなければ、

これに関しては机上の空論になるのではと危惧しています。今回乗合タクシー試験運行

が開始されますが、これらの事業とバッティングした活性化を図れないか、今後も検討

を継続していただきますよう要望しておきたいと思います。また、ふるさと納税に関し

ては２９年度分が好調だったということでありました。自主財源確保もありますが、地

元特産品のアピールに繋がっており一定の効果があったことから、３０年度においても

継続していただければと思います。次に町制５０周年が迫ってきました。この時に長与

町民でいられたこと、個人的にも嬉しく思っています。多くの町民の皆様が町全体でお

祝いをするというスタンスでの記念事業になるようですが、実行委員会の中において多

くの案、意見の中から精査していただくことにより、思い出となる事業の成功を期待す

るものであります。現在人口減少時代を乗り切ることは、国家戦略上最重要課題であり

ます。そのためには労働生産性の向上と生産人口の増加は必須であり、この国は再び共

働き時代に突入していかなければなりません。そうした観点から、子育て支援はこれま

での福祉対策ではなく、共働きを前提とした住民のライフスタイルの変化に対応する、

また、誘導する大変重要な運営戦略の基幹になるべきものでならなければならないと思

います。また、教育は国を支えていく人を育てる礎です。特にグローバル化が今以上に

進展していくことが予想される中、将来を託す子ども達には一人一人が、私達世代以上

の力を発揮してもらうことが必要となってきます。そのため私達大人は子ども達に良質

な教育を施し、知識だけではなく優れた見識と豊かな人格の形成を図っていく責任があ

ります。また、教育への投資は乗数効果が高いと言われており、国においても教育無償

化へ向け端緒につく動きも見られます。更に働き方改革を通じて子育て世代への支援を

行うことは、結果として町の活性化へと繋がると考えます。国の施策を待つのではなく、

また、組織の垣根を越えた広い意味での施策において独自の総合的な取組を行うことを

要望し賛成討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 



これから日程第２６、議案第２８号平成３０年度長与町一般会計予算を採決いたしま

す。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２９号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第２７、議案第２９号平成３０年度長与町駐車場事業特別会計予算を採

決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に日程第２８、議案第３０号平成３０年度長与町国民健康保険特別会計予算。日程

第２９、議案第３１号平成３０年度長与町後期高齢者医療特別会計予算。日程第３０、

議案第３２号平成３０年度長与町介護保険特別会計予算。日程第３１、議案第３３号平

成３０年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計予算。日程第３２、議案

第３４号平成３０年度長与町水道事業会計予算。日程第３３、議案第３５号平成３０年

度長与町下水道事業会計予算を一括議題とします。ただいま一括議題としています議案

について、委員長の報告を求めます。 

産業厚生常任委員長。 

○９番（西岡克之議員） 

それでは御報告させていただきます。まず、議案第３０号平成３０年度長与町国民健

康保険特別会計予算の件について御報告をいたします。審査日は平成３０年３月１３日、

委員全員出席の下、説明員として中山健康保険部長、志田健康保険課長、その他関係職

員の出席を求め慎重に審査をいたしました。提案理由の主なものとして、平成３０年度

から国保運営主体が都道府県に変更になることから本町の国民健康保険特別会計も大き

く変更になる。歳入では、国や社会保険診療交付基金から交付されていた国庫支出金、

療養給付費交付金、前期高齢者交付金が県に交付され、共同事業交付金は廃止となる。



歳出では後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、老人保健拠出金、介護納付金は県が納

付するようなり、共同事業拠出金は廃止となる。予算の総額は歳入歳出それぞれ３９億

９,２８９万２,０００円で、前年比１７.７％の減。また、平成３０年度から実施する

健康ポイント事業の予算を計上しているという説明がございました。主な質疑といたし

まして、健康ポイント制度の予算を反映しているのかと、約３０８万円計上していると。

次に３款１項１目の保険者努力支援金は国の公表では長崎県は全国２位になっているが

本町の評価はどうかということで、点数では４７１点、額では１,４１７万７,０００円

となっているとの答弁がありました。次に第三者納付金の扱いは今後どうなるのかとい

うことで、第三者納付金、返納金は今後県へ返還するという答弁がありました。次に保

険者努力支援分の今後の推移はどうなるという質疑に、国の政策によるものが大きく影

響すると考えるという答弁がありました。主な質疑は以上のとおり、慎重に審査をした

結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第３１号平成３０年度長与町後期高齢者医療特別会計予算の件について御

報告をいたします。審査日は平成３０年３月１３日、委員全員出席の下、説明員といた

しまして中山健康保険部長、志田健康保険課長、その他関係職員の出席を求め、慎重に

審査をいたしました。提案理由の主なものといたしまして、予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ４億９,５６４万円とし、前年度比３,０７９万２,０００円、６.６％の増額となる。

歳入では、１款後期高齢者医療保険料３億９,６１７万４,０００円、一般会計からの繰

入金を９,８６５万２,０００円。歳出では、広域連合への保険料等の納付金４億８,８

７０万３,０００円の内容であるとの説明がありました。主な質疑といたしまして、後

期高齢者の昨年度の対象者との比較はどうなるという問いに、被保険者は２９年度４,

７５２人、３０年度４,８７８人で１２６人の増加になる。また、保険基盤安定繰入金

の低所得者の割合は３０年度予算でどうなるかという質疑に対し、２,７３５人で軽減

割合は７割が１,７２８人、５割が４０３人、２割が４７６人、被扶養者は１２８人だ

との答弁がございました。主な質疑は以上のとおりで、慎重に審査をした結果、賛成多

数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第３２号平成３０年度長与町介護保険特別会計予算の件について御

報告いたします。審査日は平成３０年３月１２日、委員全員出席の下、説明員といたし

まして中山健康保険部長、辻田介護保険課長、その他関係職員の出席を求め慎重に審査

をいたしました。提案理由の主なものとして、平成３０年度介護保険事業勘定の総額を

歳入歳出それぞれ２８億７,５６１万７,０００円で、介護サービス事業勘定の総額を歳

入歳出それぞれ２,６８３万４,０００円とし、前年度比保険勘定が２億７,４２２万７,

０００円の８.７％減、介護サービス事業勘定が３０９万６,０００円で１３％の増とな

るという説明がございました。主な質疑といたしまして、介護認定審査会を月５回から

６回に変更した理由は何か。従来が月６回２５件で行っていたが、平成２９年度月５回

３０件で実施したが審査委員への負担が大きく、元に戻したという説明がございました。



主な質疑は以上のとおりで慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

次に、議案第３３号平成３０年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計

予算の件について御報告いたします。審査日は平成３０年３月１４日、委員全員出席の

下、説明員といたしまして緒方建設産業部長、松邨建設産業部理事、その他関係職員の

出席を求め慎重に審査をいたしました。提案理由の主なものといたしまして、平成３０

年度歳入歳出予算総額はそれぞれ７億８,０１５万３,０００円、歳入の主なものは国庫

補助金１億２,９５０万円、県補助金２,５００万円、一般会計繰入金６億２,３６４万

９,０００円、繰越金２００万円。歳出の主なものは、土木費、都市計画費で７億３１

０万５,０００円、起債償還金７,５０４万８,０００円、予備費で２００万円を計上し

ているとの説明がありました。主な質疑といたしまして、ＰＦＩ一括工事というが裏付

けが見えない、財政的な部分を含め県との話し合いは進んでいるのかという質疑に対し、

コンサルを通じ一括発注し県と協議をしているという答弁がありました。次に土木工事

費の減額の訳は、工事の進捗状況に対応し減額をしているという答弁でありました。次

に補償費の計上があるが場所はどこか、これは追加補償で建物の移転補償ではないとい

う答弁がありました。主な質疑は以上のとおりでございまして、慎重に審査した結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第３４号平成３０年度長与町水道事業会計の御報告をいたします。審査日

は平成３０年３月１５日で委員全員出席の下、説明員として濱水道局長、山口水道課長、

その他関係職員の出席を求め慎重に審査をいたしました。提案理由の主なものといたし

まして、平成３０年の業務予定量で給水戸数を１万５,７８０戸、年間総給水量を３７

０万５,３２１立方メートル、１日平均給水量を１万１５２立方メートルと見込み、主

要な建設改良費として２億４,１３０万円と見込んでいる。３条の収益的収入では水道

事業収益７億９,８５３万２,０００円を見込み、この中で主なものとしては営業収益７

億１,４２０万７,０００円、主に水道料金６億８,６００万５,０００円で営業外収益で

は８,４３１万５,０００円、主なものは長期前受金７,９４７万７,０００円、支出では

７億３,７７０万３,０００円を予定してあり、主なものとして営業費用７億１,２３６

万２,０００円で、主な内訳では原水及び浄水費で２億９,１８６万４,０００円、配水

及び給水費で１億２７万６,０００円、減価償却費として２億１,５８５万６,０００円

を計上。営業外費用では１,０５７万１,０００円で、主に企業債利息、消費税に対する

費用を計上している。資本的収入及び支出の収入では、資本的収入２億４,５８６万円

を見込み、支出では資本的支出５億９,２５１万１,０００円を予定している。なお、資

本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３億４,６６５万１,０００円は当年度分

消費税３,４３８万２,０００円、当年度分損益勘定留保資金１億４,６５７万９,０００

円、減債積立金８,５５０万９,０００円及び建設改良積立金８,０１８万１,０００円で

補填するとの説明がございました。主な質疑といたしまして、給水戸数は３０年度末で



表示するのかの質疑に対し、２９、３０年と比較して３０年度末を表示する。キャッシ

ュフローで有形固定資産の支出は何かということで、主に改良工事に伴うものだとの答

弁がありました。次に、給水戸数は前年度より１０戸増えているが営業収益は減少して

いる。予算組の根拠はという質疑に対し、給水戸数は住基ベースで組む、営業収益は２

９年度決算見込みで３０年度を組んでるという答弁がございました。慎重に審査した結

果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第３５号平成３０年度長与町水道事業会計について御報告をいたします。

審査日は平成３０年３月１５日、委員全員出席の下、説明員として濱水道局長、山崎下

水道課長、その他関係職員の出席を求め慎重に審査をいたしました。提案理由の主なも

のとして、業務予定量で年度末排水戸数は１万５,８４０戸、年間総排水量を４０６万

１,９９５立方メートル、１日平均排水量を１万１,１２９立方メートルと見込んでいる。

建設改良事業として４億７,１０９万４,０００円、国庫補助事業対象として３億２,１

００万円を予定している。３条の収益的収入及び支出の収入では、下水道事業収益とし

て１０億２,７３１万７,０００円、支出では下水道事業費用９億９,５５２万９,０００

円を予定し、営業外費用では８,８０２万５,０００円を計上している。資本的収入及び

支出の収入では、資本的収入４億１１４万４,０００円を見込み、支出では資本的支出

６億８,１８５万４,０００円を予定している。主な建設改良事業として、長与浄化セン

ターの耐震化、高度処理に係る改築、更新事業並びに汚水管等の改築、更新事業を予定

している。以上により、資本的収入額が資本的支出額に対する不足額２億８,０７１万

円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２,１０２万７,０００円、過年度

分損益勘定留保資金５,２０８万及び減債積立金２億７６０万円で補填する予定だとの

説明がございました。主な質疑といたしまして、負担金について相違があるようだがど

うするのかという質疑に対し、支払い後に補正で対応するという答弁がありました。ま

た、浄化センターの改修工事に無理はないのかという質疑に対し、交互に改修を予定し

てるので現状を見ながら計画的に行っていくという答弁がありました。また、職員数が

減っているようだが過重労働ではないのかという質疑に対し、産休職員が今年度復帰し

過重労働にはなっていないとの答弁がございました。主な質疑は以上のとおりで、慎重

に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上報告です。 

○議長（内村博法議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第３０号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第３１号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第３２号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 



次に、議案第３３号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第３４号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第３５号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。委員長、自席にお戻り下さい。 

場内の時計１３時まで休憩いたします。 

 （休憩１１時４９分～１３時００分） 

○議長（内村博法議員） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

それでは、これから議案３０号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

議案第３０号平成３０年度長与町国民健康保険特別会計予算について、反対の立場で

討論いたします。言うまでもなく国民健康保険は国民皆保険制度の下で、全ての国民が

加入し、安心して医療に掛かれることを目的とした制度であります。国民が医療を受け

るためのセーフティネットの役割を担っています。他の医療保険に加入できない人たち

が国保に加入するという構造上、無職の人や高齢者の方などが多く加入し、他の保険に

比べて所得の少ない人ほど多いというのが特徴であります。国民健康保険の制度は、加

入者の最も身近な行政である市町村が運営してきたからこそ住民の生活実態や医療、健

康の現状とニーズを把握し、加入者の健康と命を支えることができたと考えられます。

そうした中でこの制度が今度、広域化されました。それにより住民の声が届きにくく、

更なる国保税の値上げ、医療費の削減が進められると無保険者を生み出し、これまでの

国民の健康と命を守ってきた日本の誇るべき国民皆保険制度を維持することが困難にな

る恐れがあります。今回、本町の国民健康保険税は負担増が懸念されてきましたが、現

状維持となりました。しかし、予算案の中には基金積立に４,０００万円もの計上がさ

れ、保険税の負担となっております。平成２９年度の国民健康保険の特別会計が赤字に

なるかもしれないという説明を受けましたが、赤字になるのは加入者の問題でしょうか。

国民健康保険、国民皆保険制度は、国民誰もが保険制度への加入が義務づけられていま

す。冒頭説明したように国民健康保険は無職や低所得者の方、高齢者の方が加入する制

度で、その保険税は所得の１割以上を超え２割近い保険税を払ってるにも関わらず、そ

の負担が減ることはありません。赤字になるなら保険税の上乗せ、医療費が増えれば保

険税が引き上がる。これでは気軽に病院に掛かれません。社会保障とは、国全体で弱者

を生活できる環境に整えるのが社会保障の役割であると考えます。国民健康保険制度も

本来の社会保障制度に立ち返るべきであります。予算案では、基金の積立金の４,００



０万円が保険税に組み込まれていること。また、収納率を１％でも多く見積れば保険税

の負担が軽くなるのではないかと思うこと。そして、やはり一定の財政支援、法定外繰

入などの財政支援を図ることが望ましいと考えてますが、こうしたことが行われない本

予算案について反対といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

安部議員。 

○３番（安部都議員） 

議案第３０号平成３０年度長与町国民健康保険特別会計予算について賛成の立場から

討論いたします。国民健康保険制度は全ての国民の自営業者や年金者などの国民皆保険

で、安心して医療を受けることができる保障された社会保険制度であります。しかし、

この１０年で７０歳以上の高齢者が１.３倍になり、国民医療費は１.３倍になりました。

団塊世代が７５歳以上になる２０２５年には、医療費総額は６１.８兆円になる見込み

であります。現在、国保会計は地方自治体のほとんどが逼迫する状態であることから、

それを鑑み、国の責任として約３,４００億円の財政支援を行い制度が改正されました。

平成３０年度から長崎県と町が国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任主体とし

て県が国保運営の中心的な役割を担い、町が窓口となります。今後、安定的な財政運営

や効率的な事業運営の確保と制度の安定化が図れることが期待されます。県が運営方針

の策定を行い、市町村ごとに決定した国保事業納付金を市町が県に納付をいたします。

それにより市町が担う事務の効率化、標準化、広域化が図られることとなると思います。

保険事業におきましては、被保険者への年４回のジェネリック医薬品の啓発目標は８

０％であるのに対し、現在実績が６０％であることから今後の周知による更なる医療費

の抑制に繋げる課題などもあります。又、健康事業では新規事業として健康ポイントも

導入され、初年度８００人を対象として、３年後２,０００人を目標に歩くことなどの

健康づくりにインセンティブを贈呈することで、健康無関心層の健康づくりの活動のき

っかけを提供するなどの取組も期待されているところであります。昨年度、特定健康診

査の受診率の目標は５５％に対し４５.４％の実績でしたが、３０年度は受診予定者を

３,９９０人と予定しており、また、健康ポイント事業にも組み込まれていることから、

更なる受診率が期待され、重症化抑制と医療費抑制に繋がることと思います。これから

ますます国民健康保険被保険者数は増加していきますが、国及び県の公費助成の激変緩

和措置などにより、今後も住民への負担が加算されないよう国、県への協力を図り、よ

り一層の町民の健康と安定した国民健康保険制度をお願いして賛成の討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

吉岡議員。 



○１５番（吉岡清彦議員） 

私は、議案第３０号平成３０年度長与町国民健康保険特別会計について、賛成の立場

で討論いたします。国民健康保険というのは住民の健康維持に向かって、長与町におい

ても安全経営をやっているっていうことは嬉しいことでございます。その中で今年度か

ら、３０年度から健康ポイント制度を導入するということで、関心が町民も出てるんじ

ゃないかと思っております。その中でちょっと３点ほど言葉といいますか、文言といい

ますか、私なりの要望っていいますか、そういうのを含めながら述べたいと思います。

まず、この健康無関心層という言葉が全協でも言いましたけども、健康ということは食

事、動くあるいは心の環境、その３つが大きな健康だと思っておりますので、このポイ

ントだけじゃなくして、全てにおいて、全町民が健康と言うのは関心を持ってると思い

ますので、何か無関心層という言葉を案内文とか、あるいはこれからの説明の中でちょ

っと変更してもらえばなというのが１点目ですね。それと制度の中で歩数ポイントがあ

りますけども、第１点がですね。説明の中でなかなか我々としても分かりにくいのが日

常生活においての歩数も、これが基本だということの説明の中で、日常生活においても

その歩数が加算されるということの表現をしてもらえばと思っております。それはもう

通勤にしてもですね、あるいはその他いろんなことでの日常生活に我々も動いてるわけ

ですから。その点もこの表現の中で分かりやすくしてもらえばと思っております。それ

と３つ目が、町が指定する歩数計って説明の中ではあるわけですけども、取り方によっ

ては町がどこかのメーカーの歩数計をですね、ひょっとしたら指定するという捉え方も

あると思いますので、町が貸し与える、貸与といいますかね、町が貸し与える歩数計を

もってするっていう、それがポイントですよっていう表現を何か説明するときに、いろ

んなあるいは広報とかするときにそういう３点をもし良かったら考慮してもらって、こ

の事業をより長与町の住民が健康に向かっていく、健康宣言に向かっていくような第１

歩と思いますので、大いに期待して成功することを願って、この平成３０年度の長与町

国民健康保険特別会計については賛成の討論といたします。よろしくお願いします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第２８、議案第３０号平成３０年度長与町国民健康保険特別会計予算を

採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 



起立多数。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第３１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

議案第３１号平成３０年度長与町後期高齢者医療特別会計予算について反対の立場で

討論いたします。後期高齢者医療制度は７５歳以上の人を国保や健保から切り離し、高

齢者だけの医療保険にして、負担増と差別医療を強いる世界でも異例の医療制度であり

ます。高齢化の下、加入者が増え続け高齢者であることから医療機関に掛かることも多

く、２年ごとの保険料の見直しでその保険料の引き上げが続いています。昨日の新聞報

道でも長崎県では１,１９５円の負担増になるという報道がなされておりました。更に

軽減措置の廃止、縮小で１万円の負担増になる人もいるとも報道されています。この流

れは加入者が増えれば増えるほど、加入者の負担も増え続けることは明らかであります。

その数日後の新聞報道では、６５歳以上の高齢者全体で７５歳以上の方が過半数を超え

たという報道もされておりました。日本老年医学会では、高齢者の定義を７５歳以上に

見直すよう提言もしていると報道もあります。月間５万人前後のペースで後期高齢者が

増えている中で、負担増のペースも更に加速する恐れがあります。これがこの制度の矛

盾だと思います。本制度そのものに反対の立場から予算案に反対いたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員） 

私は議案第３１号平成３０年度長与町後期高齢者医療特別会計予算に賛成の立場で討

論いたします。国は平成２０年度から７５歳以上を対象とした後期高齢者医療保険を立

ち上げ、この保険を多くの方が利用しています。長与町の保険者数は年々増加し、平成

２９年度には４,７５２名、３０年度は４,８７８名の予定となっております。予算額も

今年度４億９,５０４万と６.６％の増額になっており、今後もその傾向は続くものと思

われます。また、今定例会において後期高齢者医療に関する条例の一部改正においても、

住所地特例の拡大を図るなど利用しやすい保険制度となってます。また、この予算は、

多様な疾患を持ちながら生活をする高齢者の方々の健康を守るための重要な予算であり

ます。以上のことから賛成といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 



これで討論を終わります。 

これから日程第２９、議案第３１号平成３０年度長与町後期高齢者医療特別会計予算

を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第３２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第３０、議案第３２号平成３０年度長与町介護保険特別会計予算を採決

いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第３３号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

議案第３３号平成３０年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計予算に

ついて、反対の立場で討論いたします。この間、私はこの事業の凍結、また、廃止を求

め討論、質問を行ってまいりました。現在、この事業はまさに行き詰まりの状況だと考

えられます。今後、一括発注に切り替えるという説明でもありましたが、全国にも例の

ない取組が果たして可能になるのか、大変不安であります。この事業の取組がなされな

かったら２８１億の総事業費はどうなるのか。また、完成年度はどうなるのか。事業の

進捗は本当に不明瞭であります。先々どうなるか不安な状況なら１度立ち止まり、対策

を十分に考える必要があると思います。しかしながら町の血税を注ぎ、そのような対策

が取られてない以上、この予算案に反対する立場であります。以上です。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 



饗庭議員。 

○５番（饗庭敦子議員） 

私は議案第３３号平成３０年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計予

算について、賛成の立場で討論いたします。この事業は、皆さんも御存じのとおり事業

開始から３０年以上経過し、２９年度の進捗状況はまだでございますが、２８年度末で

は道路築造で５３.５％、宅地造成で５６.８％であり、本町の財政に大きな影響を与え

ることは承知をしております。その中で平成３０年度の主な事業としましては、高田越

中央改築事業、浦上水源地付近の宅地造成工事、南東部補強土壁工事、６５街区の宅地

整地工事であり、補償は追加補償が主な内容とのことでした。なかなか事業の見通しが

厳しい中、ＰＦＩ事業の導入の可能性、一括発注など、住民の方、地権者の方のことを

いろんな角度から考え、１日でも早く完成できることを目指して県、また、関係事業所

と検討を重ねておられるところを評価し、大きく期待するところでございます。しかし

ながら、住民の方々の不安不満は、年月を経過するごとに大きくなるものと思います。

平成３０年度には目途をつけて住民説明を行いたいとのことでしたので、住民の方々が

安心して十分に納得できる説明をされることを要望します。また、万が一目途が立たな

い場合でもありのままの現状、これまでの経過を説明されることを強く、強く要望いた

します。今後は実現可能な計画、いろんな見直しなども含めた上で十分に考えていただ

き、この事業の早期完成を心より、心より願って、私の賛成討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第３１、議案第３３号平成３０年度長崎都市計画事業長与町土地区画整

理事業特別会計予算を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第３４号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 



これから日程第３２、議案第３４号平成３０年度長与町水道事業会計予算を採決いた

します。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次にこれから議案第３５号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第３３、議案第３５号平成３０年度長与町下水道事業会計予算を採決い

たします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第３４、発議第１号町長の専決処分事項の指定に関する条例を議題といた

します。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

喜々津議員。 

○１１番（喜々津英世議員） 

発議第１号町長の専決処分事項の指定に関する条例について提案理由の御説明をいた

します。 

まず現在、町長の専決処分に関する軽易な事項の指定に関する条例があります。この

条例は議会に提案権があることから、昨年３月の議会運営委員会で見直しをすべきとし

ていたものであります。諸般の事情で取組が遅れていましたが、昨年１０月の議会運営

委員会から見直しを開始し、その後、町長から議長に対し、委任決議の要請があったこ

とから県内市町の状況も参考に本格的に見直しを進めてまいりました。現行条例は昭和

２５年に制定され、その後４回にわたり改正し、現在、８項目を専決処分事項に指定を

しています。このうち７項目が昭和３８年の地方自治法改正により削除しても構わない

ものであり、全面的な改正が必要となることから現行条例を廃止し、新たに町長の専決

処分事項の指定に関する条例として提案するものであります。 

新しい条例で指定する専決処分事項４項目は、いずれも承認議決に係る軽易なもの、



あるいは町長の事務の執行に当たり迅速性、適時性を要するものとして指定するもので

あります。残念ながら改正案は全会一致とはならず、議員発議で提案することになりま

した。それでは、議案を説明申し上げます。 

発議第１号町長の専決処分事項の指定に関する条例。上記議案を別紙のとおり会議規

則第１４条第２項の規定により提出します。平成３０年３月２３日、提出者、長与町議

会議員喜々津英世。賛成者、町議会議員は省略をさせていただきます。浦川圭一、同じ

く中村美穂、同じく安部都、同じく饗庭敦子、同じく安藤克彦、同じく金子恵、同じく

分部和弘、同じく西岡克之、同じく岩永政則、同じく山口憲一郎、同じく吉岡清彦、同

じく竹中悟、以上のとおりであります。提案理由は、地方自治法第１８０条第１項の規

定により、町長において専決処分することができる事項を指定することを目的として、

本条例を制定するものであります。 

それでは内容について御説明を申し上げます。第１条、目的は「この条例は、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１８０条第１項の規定により、

町長において専決処分することができる事項を指定することを目的とする。」との根拠

規定を示しています。第２条、専決処分事項は「前条の規定による専決処分事項は、次

のとおりとする。」とし、第１号「既設条例中、その趣旨に変更を及ぼさない程度の法

令等の引用又は字句の修正」。第２号「議会の議決を経た契約について５００万円以内

の変更契約の締結」。第３号「１件につき１００万円以下の訴えの提起、和解及び調

停」。第４号「法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、１件につき１００万円

以下のもの」。以上の４項目を指定しています。第３条、議会への報告は「町長は、前

条の規定により専決処分を行ったときは、法第１８０条第２項の規定に基づき議会に報

告しなければならない。」とし、議会への報告義務を規定をしております。附則として

１、「この条例は、公布の日から施行する。」附則２、「町長の専決処分に関する軽易

な事項の指定に関する条例（昭和２５年条例第３６号）は廃止する。」 

以上が本議案の内容であります。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（内村博法議員） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。喜々津議員、自席にお戻りください。 

お諮りします。 

ただいま議題となっています発議第１号は、会議規則第３９条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって発議第１号は委員会付託を省略することといたしました。 



これから発議第１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

発議１町長の専決処分の事項の指定に関する条例について、反対の立場で討論いたし

ます。私は今回の専決処分事項の拡大について、全てにおいて反対してる状況ではあり

ません。第２条の第３号「１件につき１００万以下の訴えの提起、和解及び調停」この

部分について反対するものであります。訴えの提起を専決処分にすることは、やはり公

権力の行使であり慎重にするべき問題だと考えます。この問題は、仮に町営住宅の家賃

滞納を請求する場合、支払督促を申立てて行うと相手から２度の異議申立てが行われた

場合、自動的に訴訟手続きになる。この場合に支払督促申立て時期が訴えの提起がみな

されたために、議会としては日付を遡って議会議決できないことから専決処分の対応が

必要と議論が行われました。私はこの問題に地方自治法９６条の中で、訴えの提起は議

会の議決としてある部分と、訴訟手続きの矛盾がある。また、県下全ての自治体議会が

このような対応をとっていないことから何らかの対応があると主張し、反対をしてまい

りました。反対の理由は、やはり一つは冒頭申し上げました公権力の行使を慎重にする

べきだという理由であります。どんな状況であっても住民等を行政側が訴えるときは、

訴えの理由の正当性を議会が議論し、可否を判断するべきと考えるからです。そしても

う１つ訴えの提起とみなされる。こうした状況の解決の手法としては、私は裁判所に尋

ね、その参考意見を伺ってまいりました。解決の手法としては、１つは支払督促を行っ

た場合に訴訟に移行するときに、支払督促の申立てを取り消し、改めて訴訟をすること。

これで解決できると思います。裁判所でも確認を取ったので可能であると回答を得てい

ます。もう１つの解決方法は、支払督促をしなければならないのかという問題でありま

す。家賃の滞納や水道料金の滞納の場合、他の税や使用料の滞納もしている場合が多い

と思います。その理由は、多くが生活困窮者であると思います。このような状態は町側

も十分把握してる事案だと思います。その場合、払えない状況をどう解決するのかが問

題であります。つまり生活困窮で支払いが困難な場合は、生活保護に移行するなどの手

だてを講じるべきであります。生活困窮者に対し支払督促での請求は圧力による対応だ

と思います。そういった意味では、支払督促申立てをするべきではないと考えます。も

う１つに仮に相手側に支払能力がある場合は、支払督促の時間が無駄であり、直接訴訟

を起こすことが効果的だと考えられます。これも職員の方から伺った御意見であります。

これも行政側がその対象の住民との対応が十分行われていれば、訴訟を起こすかどうか

は判断できると思います。これで訴えの提起がみなされる問題は解決できると思います。

以上の理由から、この訴えの提起などを専決処分事項にすることは反対であり、条例案

に反対いたします。以上です。 

○議長（内村博法議員） 



次に、賛成討論はありませんか。 

浦川議員。 

○１番（浦川圭一議員） 

本議案に賛成の立場で討論いたします。本議案は行政側の迅速な行政事務の執行を期

待し、提案されたものと考えております。主な改正については、１件につき１００万円

以下の訴えの提起、和解、調停について、また、法律上の義務に属する損害賠償の額の

決定について、議会の議決を求めることなく町長の専決処分で対応できるものとしたも

のであり、速やかな対応が期待できるものと思っております。特に滞納債権の徴収に係

る裁判所を通じた支払督促、請求訴訟等が迅速に行われることとなり、未納金の徴収に

大きく貢献できるものと思っております。また、町においては、速やかに対応すること

がひいては滞納者の滞納額増加の抑制と安定的な生活維持に繋がるということを念頭に

適切な運用に努めていただくことをお願いし、賛成討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第３４、発議第１号町長の専決処分事項の指定に関する条例を採決いた

します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第３５号、請願第１号難病医療費助成制度の改善を求める請願書を議題と

いたします。 

ただいま議題としています請願について、委員長の報告を求めます。 

産業厚生常任委員長。 

○９番（西岡克之議員） 

それでは、請願１号難病医療費助成制度の改善を求める請願書について御報告をいた

します。審査日は平成３０年３月１６日、委員全員出席の下、紹介議員として堤理志委

員、参考人として長崎県保険医協会鶴留和彦事務局長を招いて審査をいたしました。請

願の趣旨といたしまして、難病医療費助成に係る申請、更新時の診断書料について現行

の自己負担を改善し、公費負担へとするよう国への意見書提出を求める内容でありまし

た。審査の方法といたしまして、紹介議員の説明と参考人の意見陳述をいただき委員全

員で質疑をし、審査を行いました。主な質疑といたしまして、難病助成については拡大



されたと言いながら自己負担の引き上げとはどういうことか。それに対し、難病の対象

範囲は広げられたが、認定の重症化や食費の２分の１助成が無くなるなど負担が増えて

いると言える。また、請願の趣旨である診断書料はどのぐらい掛かるのかとの問いに、

自由診療なので一概には言えないが５,０００円前後と理解していただけたらと思うと

の答弁がありました。また、この請願は県内で何か所ぐらい出されているのかの問いに

対し、昨年秋に同趣旨の陳情を県下全市町にお願いした。採択の状況については把握し

ていないという答弁がございました。主な質疑は以上のとおりでございます。慎重に審

査した結果、賛成多数で採択すべきものと決しました。以上です。 

○議長（内村博法議員） 

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。委員長、自席に戻って下さい。 

これから請願第１号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡清彦議員） 

私は本請願、難病医療費助成制度の改善を求める請願書について、反対の立場で討論

いたします。助成の拡大は必要な部分であるとは思っております。難病対策は金銭の部

分だけではありません。医療方法の解決、医療体制の整備、難病の方々や家族が日常生

活での悩みや不安等の解消を図るための心理的な支援のカウンセリングなど重要な政策

となっております。今後、さらに医療保健福祉のネットワークを構築して支援を継続的

に実施しなければならないと思っております。臨床調査個人票の料金を補填する制度の

創設だけでは、焦点を当てたのは本請願では不十分であり、総合的な支援が今後、必要

と考えております。よって、本請願には反対の立場といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

安部議員。 

○３番（安部都議員） 

難病医療費助成制度の改善を求める請願書に賛成の立場で討論をいたします。２０１

４年に難病の患者に対する医療等に関する法律が成立し、翌年新たな難病医療費助成制

度が施行されました。その後、難病対象疾病が段階的に５６疾病から平成２７年１月に

は１１０疾病に拡大され、平成２７年７月には３０６疾病、そして２９年４月より３３

０疾病の難病が拡大されました。患者負担割合は３割から２割に引き下げられたものの、

平成２７年１月からの新規申請者は低所得者で２,５００円が５,０００円に増額、一般

所得１で５,０００円が１万円に増額、一般所得２で１万円が２万円に、上位所得で２



万円が３万円に引き上げられ、入院時の食事療養費も２分の１自己負担から全額自己負

担に引き上げられるという患者にとって負担増となる理不尽な制度化となってしまいま

した。既認定者においては、３年間の経過措置期間を経て値上げされる新制度がスター

トされましたが、これまで難病者として認定されていた患者が対象から外れ、受給者証

を失うこととなります。要するに自己負担限度額を超えない患者は軽症とみなされ、重

症度３以上が対象となったのです。難病は早期に発見、早期治療をすることが大事です

が、認定を受けられない患者は医療費の負担や申請手続に必要な診断書料が全額自己負

担であるため、結局申請をあきらめてしまう患者がいるということです。本町でも難病

患者数は平成２８年度が３７２人に対し、２９年度が３３５人と３７人も減少をしてお

ります。このような医療費増大における影響の要因があると思われます。認定されない

患者はとても不安で、この先どうなるか心配という声も聞かれています。また、難病患

者の１か月の医療費総額は１人当たり平均１３.３万円掛かると言われています。最初

は軽症である患者も次第に症状が進行し、職業も定職に就けないなど、経済的に困窮し

ている方も多くいらっしゃいます。いつ重度になるのか分からない患者のためには、早

期治療し、早期受診し、早期治療を継続するために臨床調査個人票、診断書の料金を補

填する制度を創設し、新規認定及び更新認定時に国の公費助成を早急にしていただくこ

とを願い、この請願に賛成の討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員） 

私は当請願に反対の立場で討論に参加をいたします。難病っていうのは私たちもこれ

は大変なことですので、支援をしなくちゃいけないということは心から思ってるところ

でございます。まずもって、そのことは申し上げておきたいと思います。難病患者の

方々に対する支援につきましては、その制度が始まったのは昭和４７年、その対象は４

疾病だけでしたが、対象になっていない難病患者の方々の不公平だという声が以前から

あり、国は２６年に５６疾病、２７年には１１０疾病、２８年度には３０６、２９年度

には３３０までと指定難病が拡大しております。対象外だった患者の方々にとっては、

支援を受けられるようになった制度改正となっています。医療費助成に係る自己負担限

度額では所得階層別に負担が区別され、生活保護を受けていらっしゃる方は無料、それ

以外の場合は医療費の自己負担割合が現行の３割から２割に引き下げられ、それ以外の

階層では２,５００円から３,０００円と所得に応じて限度額が決められています。当初

厚労省では、限度額を月３,０００円から４万４,０００円とする案を公表していたそう

ですが、患者の方々やその家族からの反対により、更に負担を軽くした現行案になった

と国においても一定の配慮があったということであります。長崎県においても難病支援

のため医療費助成はもちろんのこと、特定疾病の患者の方々の訪問介護の実施や在宅医



療の実態把握、訪問介護の方法などの研究を実施しています。国、県におかれましては

限られた財源の中、できる限りの助成は実施されていると思われます。しかしながら今

後、運用する中で問題点が見えてくれば見直すことが必要であり、幅広い支援を実現す

るにはどうすれば良いか、引き続き考えていく必要があります。一方、長与町では福祉

医療制度の中で、難病の方々の入院に関しての助成を行っています。この助成は長崎県

内では長与町だけでありまして、難病対策は県の事業でありながら長与町の福祉に関す

る姿勢は特筆すべきものであると考えています。なぜ、このような大きな問題が長与町

だけに提出され、長崎県内の行政には全く請願が出ておりません。長与町がやりやすい

からといった安易な気持ちで出していただくのは大変困ったことであります。先程同僚

議員が申し上げましたように、総合的な支援が必要であり、今回の請願には臨床調査個

人票の料金を補填する制度の創設だけに限って焦点が当てられております。従いまして

総合的な支援を今後、やれるように国に要望したいと思いますが、今回の請願につきま

しては以上の結果、反対の討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

ただいま議案となっています請願１号に賛成の立場で討論いたします。本請願は、難

病医療で苦悩してる方々の切実な声だと思います。請願審査に当たって、私は議員必携

で述べられている審査に当たっての３点を触れられている、この３点について考えまし

た。その３点は、請願の願意の妥当性、実行の可能性、議会の権限であるか、この３点

であります。願意の妥当性はまさに、難病医療助成制度はまだまだ矛盾が多く、国会に

おいても各党派の超党派でこの問題に更に取り組んでいることから、十分願意の妥当性

が考えられます。次に、実行の可能性ですが、先程同僚議員からの討論もありましたが、

まだまだ矛盾は多くあります。その矛盾を解決するには、町議会の意見書だけでは困難

なところがあるのかもしれません。そうした矛盾をありつつも、今回は個人の診断書料

だけに請願を求めたことは、十分実現の可能性があると考えられます。議会の権限は意

見書を提出することは、議会の権限であることは言うまでもありません。以上、３点の

理由から私はこの請願について賛成の立場で討論いたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第３０、請願第１号難病医療費助成制度の改善を求める請願書を採決い

たします。 



この採決は起立によって行います。 

本請願に対する委員長の報告は採択です。 

本請願を採択することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって本請願を採択することに決定いたしました。 

場内の時計で１４時３０分まで休憩いたします。 

 （休憩１３時４８分～１４時３０分） 

○議長（内村博法議員） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。ただいまお手元に配付のとおり、議員提出

の発議第２号難病医療費助成制度の改善を求める意見書の議案が提出されました。 

これを日程に追加し、追加日程として議題としたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、発議第２号を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。 

次に追加日程第１、発議第２号難病医療費助成制度の改善を求める意見書を議題とい

たします。本案について提案理由の説明を求めます。 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

発議２号難病医療費助成制度の改善を求める意見書につきまして、提案理由の説明を

いたします。難病の患者に対する医療費に関する法律が成立し制度改正がなされました。

意見書にも記載してありますとおり、対象の症例数を拡大するなど改善された点がある

一方、認定のハードルや経済的負担が改正前よりも上がる方が出てくるなど、難病者や

その家族にとって必ずしも歓迎されているとは言えない内容となっております。難病、

いわゆる特定疾患の福祉医療費助成が他の助成制度と相違する点の１つに、更新が毎年

必要でその都度診断書の提出が必要なことです。症例の変化を掴み治療研究のデータと

する意味合いもあるということでありますけれども、入院や治療に係る負担に加え、毎

年の更新は経済的に決して軽くないと言えます。経済的負担から申請や更新をあきらめ、

それが症状の悪化を招いてしまうということがあってはなりません。こうした中、難病

患者でつくる団体は難病医療費制度の改善を求めています。日本難病疾病団体協議会が

昨年５月１６日衆議院、同月２９日には参議院で制度の改善を求める活動を行っており

ます。いずれの要請行動においても自由民主党、公明党、民進党、共産党、社民党など

から多数の議員が応対し、また数十名規模の超党派の国会議員が紹介議員となり、平成

２９年６月１６日に衆議院、参議院いずれにおいても請願が採択され、内閣に送付がな

されております。今回、本町議会から国の行政機関へ送付させていただきたい意見書の



内容は、難病医療費助成手続に必要な臨床調査票の料金を国において助成を行うよう要

請するものであります。難病者及びその家族の経済的負担を一部でも緩和する効果並び

に診断の継続を促し重症化を抑制することが期待できると考えます。本年１月から自己

負担限度額が引き上がるようになり、まだ日が浅いことと、更に難病者数そのものが少

ないためにこうした制度の中身や精神的、経済的負担の実情が国民の中にさほど知られ

ておりません。難病者の要請行動と国会の請願が昨年行われたことに加え、本町議会、

地方議会からも難病者の置かれた状況とその改善を国へ上げていくことにつきまして、

議員各位の御賛同をお願いし提案理由の説明といたします。 

○議長（内村博法議員） 

これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。堤議員、自席にお戻りください。 

お諮りします。 

ただいま議題となっています発議第２号は、会議規則第３９条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、発議第２号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員） 

私は反対の立場で討論に参加をいたします。先程申し上げましたように、今回の請願

につきましては、臨床調査個人票の料金を補填する制度の創設だけに絞ってあるわけで

ありまして、総合的な支援が私は必要と考えます。したがいまして、反対の討論といた

します。 

○議長（内村博法議員） 

次に賛成討論ありませんか。 

安部議員。 

○３番（安部都議員） 

請願書の賛成でも討論をいたしましたが、患者が非常に本制度によって負担が虐げら

れることとなりました。患者が毎年申請を行わなければならず、非常に負担が重いとい

うところで認定を躊躇する患者が多く見られます。よって、意見書が採択されることに

よって、患者が少しでも早期治療、早期発見が行われ、そして皆が、全ての難病者の人



達が、公平に公正に治療が行えることを望み、本意見書に賛成といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

吉岡議員。 

○１５番（吉岡清彦議員） 

本発議第２号についても、請願の時にもやりましたけども、総合的な今後、そういう

のが必要でないかということで反対しておりますけども、今回についてもこれだけの提

出については反対し、私の反対意見といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論ありませんか。 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから追加日程第１、発議第２号難病医療費助成制度の改善を求める意見書を採決

いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

なお、本意見書の提出先については議長に一任をお願いします。 

次に日程第３６、議員派遣の件を議題といたします。 

お諮りします。 

会議規則第１２９条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣したいと思いま

す。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、お手元に配付のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 

次に日程第３７、委員会の閉会中の継続調査申し出を議題といたします。 

総務文教常任委員長、産業厚生常任委員長、議会広報広聴常任委員長、議会運営委員

長から目下委員会において調査中の事件について会議規則第７５条の規定によって、お

手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしま

した。 

以上で今期定例会に付議されました議案の審議は全部終了いたしました。 

お諮りします。 

会議規則第４５条の規定により、今期定例会において議決された案件につきまして、

字句、数字、その他軽微な整理を要するものがあった場合、その整理を議長に委任され

たいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、これら整理を要するものにつきましては、議長に委任することを決定い

たしました。閉会に当たり町長から発言の申し出がありますので許可いたします。 

○町長（吉田愼一君） 

皆様、お疲れ様でございました。平成３０年第１回の長与町議会定例会の閉会に当た

り、一言お礼の挨拶をさせていただきます。去る３月６日に開会をしていただきました

本定例会も本日を持ちまして閉会となるわけでございますが、１８日間に及ぶ会期中１

１名の議員各位から一般質問を承り、町政の発展のために御指導、御指摘を賜りました。

併せて、今回は各会計の平成３０年度当初予算をはじめ提案いたしました各議案につき

ましても、議員各位におかれましては長期間にわたり慎重に御審議を賜り決定をいただ

きましたことに厚く御礼を申し上げます。これら決定をいただきました議案につきまし

ては、施政方針でも申し上げましたとおり、この予算を的確に執行しながら十分な効果

が得られますよう最大限の努力をいたすところでございます。ここで１点お願いを申し

上げておきたいと思います。専決処分についてのお願いでございます。平成３０年度地

方税制改正による関係法令の改正に伴い、税条例等の改正の必要が生じますが、この税

条例の一部を改正する条例等につきまして専決処分をさせていただきたく一部内容を申

し上げまして御理解を賜りたいと、そのように考えております。現在予定されておりま

す平成３０年度地方税法等の一部改正案は国会において現在審議中でございます。成立

と同時に公布、施行される予定でございます。つきましては、現時点で町税条例等の一

部を改正する条例は町議会に御提案できる状況ではございませんので、地方自治法第１

７９条第１項の規定によりまして専決処分をさせていただき、次の議会におきまして御

報告を申し上げ、承認を賜りたいとこのように考えております。現時点におきまして予

定されております改正の内容を若干申し上げます。個人住民税につきましては働き方の

多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から個人所得課税の見直しに伴う改正を

予定、たばこ税につきましては税率の見直しが行われる予定になっております。又、国



民健康保険税につきましては基礎課税額、これ医療分です。の限度額の引き上げ及び低

所得世帯に対する支援として実施をしております保険税軽減措置の拡大が予定をされて

おります。今後も国会の動向を注視をしまして、改正内容が明らかになり次第、専決処

分をさせていただきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしく賜りたいと思っ

ております。今年の冬は寒さも大変厳しく、ようやく春めいてきたようにも感じられる

今日この頃でございます。議員の皆さん方におかれましては、体調を崩されませぬよう

にくれぐれも御自愛いただき、ますますの御活躍を御祈念申し上げ、定例会のお礼を込

めて挨拶に代えさせていただきます。誠にありがとうございました。 

○議長（内村博法議員） 

これにて会議を閉じます。 

これで平成３０年第１回長与町議会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

(閉会 １４時４３分） 

 


